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１. 本会議の位置づけ
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１．整備計画の点検について

⚫ 原則として、河川整備計画の点検（レビュー）は毎年開催。
⚫ 再評価を受ける５年に一回の年は、全項目を点検報告。
⚫ そのほかの年（４回）は、現場視察と事業の進捗状況、トピックス等を報告。

平成30年度：

令和元年度：

令和２年度：

令和３年度：

令和４年度：

令和５年度：

１．流域の社会情勢の変化
・土地利用の変化
・人口・資産の変化
・近年の災害発生の状況等

２．地域の意向
・地域の要望事項等

３．事業の進捗状況
・事業完了箇所
・事業中箇所の進捗状況等

４．事業進捗の見通し
・当面の段階的整備の予定等

５．河川整備に関する新たな視点
・水防災意識社会再構築ビジョン
・地震・津波対策等

６．点検結果
・点検結果まとめ
・今後の進め方

A
B

A

B

A

B

B

B

A

B

※初年度のため、全項目を点検（費用対効果分析を除く）

3

本年度： B

令和６年度： B



２. 前回のご指摘と対応
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（１） 前回（R6年度/R7.3.26）の委員会における主な指摘事項とその対応

5〔凡例〕■：治水、■：地震・津波、■：環境、■：利水、■：総合土砂、□：その他

No. 分類 種類 委員意見内容 前回委員会事務局回答内容 その後の確認内容

1 治水 質問 令和４年９月洪水時に安倍川の下流側で内水被害があったとの説
明であったが、内水による被害はどのくらいで、どういった場所
で発生していたのか。

静岡市内では、内水による道路の冠水が生じていた。こ
のため、観測員が観測地点（手越）に到達できず、浮子
による流量観測を中止せざるを得ない状況であった。ま
た、その他の被害としては、安倍川の支川（県管理区
間）で氾濫が生じていたが、安倍川本川の水位の影響が
あったかどうかは不明である。

‐

2 治水 質問 「流域治水」という単語は、一般の人にとってはまだ馴染みがな
く、想像がわかないものである。このため、治水と日常生活との
繋がりを一般の方にどう理解してもらい、広めていくかが課題で
ある。流域治水の取り組み実績として学校での防災教育を実施し
ているとのことだが、現在、治水に関する知識の普及に関する活
動としてはどのようなことを行っているのか。

資料に示した防災教育の取り組みの他、小学校や地元の
団体、自治体等から依頼を受け、令和４年９月洪水を踏
まえた出前講座を行っている。令和４年９月洪水で氾濫
危険水位を超えたという経験が、この地域での水害に対
する意識を高める契機になったと考えている。

‐

3 治水 意見 今の学校教育の中では、教員の忙しさもあると思うが、子供が治
水に対する知識を得る機会が少なくなっているのではないかと感
じている。流域治水を長い目で見たときに、治水に対する知識を
得たり、触れたりするような、地道に裾野を広げていく取り組み
は重要である。

現在実施している水防災教育授業では、流域治水協議会
と静岡大学が連携し、静岡大学で教員を目指す生徒が水
防災の授業を行っている。地域に水防災の意識が浸透し
ていくように、こうした取り組みをしっかり進めていき
たいと考えている。

‐

4 治水 意見 流量観測は、観測員の安全を考えなければならない危険な洪水で
あるほど、今後の治水計画を考えていくために大事な観測データ
になる。令和４年９月洪水では、手越水位観測所の右岸のカメラ
画像がその後の解析の検証に活用された。今後、大規模な洪水に
備えて、部分的にでも大事なデータを観測できるように、流量観
測の高度化・省力化を是非とも進めてほしい。

‐ 流量観測の高度化・省力化について
検討を進めている

5 環境 意見 巨石付き盛土砂州は、治水面の効果だけでなく、環境面でも大き
な効果がある。巨石が水に浸かっているときには、間隙が絶滅危
惧種であるニホンウナギの生息場所となり、出水時にはその複雑
な構造により生物の避難場所になり得る。環境上の効果がどの程
度であるのかは検証されていないが、河川水辺の国勢調査等で調
査を実施すれば、生物的な効果も検証できると思うので、お考え
いただきたい。

巨石付き盛土砂州は環境にも配慮して整備したものであ
るので、魚類等に対しての効果の視点も、モニタリング
として調査や整理方法を考えていきたい。

‐

6 総合
土砂
管理

意見 現在、安西橋より下流で低水路の河床が高く、高水敷と低水路の
高さの差が小さく、降雨時に水位が上がると高水敷が冠水しやす
くなっている。高水敷整備が始まった昭和30年代～40年代頃は、
高水敷高から3.5m程低いところに低水路の河床があったと思う。
高水敷が冠水するというのは、危険な状態であると考える。
安倍川は洪水時に水位が徐々に上がるときに澪筋の蛇行に合わせ
て流下するため、土砂が堆積しやすい。このため、広い横断幅で
途切れ途切れに掘削するのではなく、ある程度細い水路で安西橋
付近から河口まで水路を繋げるような整備をしていかないと、土
砂のたまりやすい状況は改善されない。

今ある澪筋への環境面の影響を意識しつつ、自然の営力
で土砂が堆積しづらいような掘削の方法を考えていきた
い。

土砂が堆積しにくい掘削方法について
検討を進めている



（１） 前回（R6年度/R7.3.26）の委員会における主な指摘事項とその対応
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No. 分類 種類 委員意見内容 前回委員会事務局回答内容 その後の確認内容

7 環境 意見 砂利採取について、雨が降ると濁水が出て魚類への影響があるた
め、雨が降る時期より前に終わらせていただきたい。砂利採取量
を10万m3から15万m3に増量するとなると、ダンプでの運び出しも
効率的にしていただく必要がある。また、掘削に必要な範囲以外
は余分に圧力をかけないよう、環境への配慮の指導をお願いした
い。

掘削時期については、関係者と調整を図っていく。河道
掘削の効率化の面では、国で実施している河道掘削の土
砂を清水海岸への養浜として土砂を長距離運搬している
ところを、今後は静岡県との調整の上、安倍川河口付近
への運搬とすることで運搬距離を短くし、効率化を図っ
ていく。環境面に配慮した工事方法について、工事の関
係部署とも連携しながら事務所として取り組んでいけれ
ばと考えている。

‐

8 環境 意見 昔、事務所と市が連携して藁科川の木枯の森の観光資源化に取り
組んでいた記憶があるが、その後どうなったのか。また、大谷崩
の山腹緑化も市と連携して継続的に実施されていたと思う。市等
と協力し、住民を取り込みやすい形で、牛妻水辺の楽校のように
協働していっていただきたい。

木枯の森での取り組みは、平成20年代頃に事務所と静岡
市とで共同して取り組みを進めていたことがあったが、
形にはできていない。今後、市民活動等があれば必要に
応じて対応する体制をとっていきたい。山腹工について
は、市民団体との植樹を継続して実施している。牛妻に
続くかわまちづくりの取り組みとしては、静岡市と連携
して、田町地区を都市・地域再生等利用区域に指定し物
販などを行って河川空間利活用を高める取り組みを実験
的に行っている。次のステップとして、木枯の森を含め
て、河川空間のオープン化に向けて取り組みを進めてい
きたい。

‐

9 総合
土砂
管理

意見 河口付近への置土について、平成元年頃に土砂を河口に置く検討
をしていたと記憶している。その中で、安倍川は水流が強いので、
置いた土砂はどこかに流れてしまって三保まで届かないため、養
浜のための運搬はしなければならないという話があったと思う。
置く量が足りているかいないかという話ではなく、置土は洪水で
すぐ流されてしまうと思う。そういったことも検討されていると
思われるので、過去の検討を参考にしてみてはどうか。

置土は、実際に洪水時に流れるのかを確認する意味も含
めて、試験施工を行う予定である。運搬距離の短縮によ
る河道掘削の効率化の意味が大きいが、海岸の方に持っ
て行けさえすれば、清水海岸や静岡海岸へ少ないながら
良い方向に寄与すると考えている。まずは試験的に置土
を実施し、その効果や影響をモニタリングして、水理シ
ミュレーション等も行いながら置土量や場所を検討して
く。過去の検討については確認する。

河口付近への置土について、
掘削土の土砂還元に関する

試験施工に着手した
（本資料ｐ8.9参照）

10 総合
土砂
管理

質問 今後の事業予定について、令和12年で河川整備計画の河道掘削が
完了している一方で、総合土砂管理としては掘削を続けることに
なっているが、これらの関係や枠組みはどのようになっているの
か。

今後の事業予定に示した河道掘削は、河道の流下能力を
確保し、洪水を安全に流下させるために国として実施す
るもので、これを令和12年頃に達成することを目標とし
ている。一方で、総合土砂管理計画では養浜や砂利採取
等も含め、河道を維持するために、上流から流れてきて
河道に堆積する土砂の掘削を実施している。

‐

11 総合
土砂
管理

意見 事業としての河道掘削と維持掘削は異なるものであるが、安倍川
の土砂の仕組みを考えると、河道掘削をしても再堆積が生じると
いう安倍川の特性を次の段階で河川整備計画に組み込み、総合土
砂管理の考え方を河川整備計画の中に少しずつ浸透させていくこ
とが必要である。

総合土砂管理計画の考えや対策を河川整備計画に位置付
けることは、今後の気候変動を踏まえた河川整備計画の
見直しに反映していくべきであると考えている。 ‐

〔凡例〕■：治水、■：地震・津波、■：環境、■：利水、■：総合土砂、□：その他
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No. 分類 種類 委員意見内容 前回委員会事務局回答内容 その後の確認内容

12 総合
土砂
管理

意見 掘削土砂の河口部への置土について、置く位置によって影響が大
きく変わると思われるので、よく検討し、水位に悪影響がなく、
土砂をより海の方で運べるような計画としていただきたい。 ‐ ‐

13 環境 意見 掘削土砂の河口部への置土について、静岡海岸の回復につながる
良い面がある一方で、河口付近は冬から初旬にかけてアユの稚魚
が育つ場所であるので、そういった環境面の影響が無いように考
慮して計画するようにしていただきたい。

平常時には濁水等が無く、出水時にのみ土砂が流出して
いくように、環境面についても視点に入れた置き方を考
えていきたい。 ‐

14 治水 意見 河川整備計画の点検としては、事業が着実に進んでいることが確
認できた。その一方で、着実に進めているだけでは気候変動には
対応できないため、加速化が求められていることを意識して進め
ていただくとよい。

‐ ‐

〔凡例〕■：治水、■：地震・津波、■：環境、■：利水、■：総合土砂、□：その他



（１） 前回（R6年度/R7.3.26）の委員会における主な指摘事項とその対応

⚫ 河口付近への置土について、安倍川は水流が強いので、置いた土砂はどこかに流れてしまって三保まで届かないため、養浜のための運搬
はしなければならないという話があったと思う。置く量が足りているかいないかという話ではなく、置土は洪水ですぐ流されてしまうと思う。

⚫ そういったことも検討されていると思われるので、過去の検討を参考にしてみてはどうか。

指摘内容①

その後の確認内容①
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砂浜幅（堤防法肩～T.P.0mまでの距離）
H25.11 H26.11 H27.11 H28.11 H29.11
H30.11 R1.11 R2.11 R3.11 R4.11
R5.11 R6.11 必要砂浜幅

■必要砂浜幅を満足しない測線数の変化 砂浜幅の定義

現況の砂浜幅は、堤防～TP.0mの区間より
設定した。

TP.0m

砂浜幅

堤防

近年、砂浜幅が回復（R2.12～R4.3に約12万m3の養浜を実施）

必要砂浜幅を満足しない測線は減少

清水海岸 静岡海岸L型突堤
5号HL

4号HL

3号HL
2号HL

1号HL 離岸堤消波堤

安倍川

60m

80m

必要砂浜幅

⚫ 総合土砂管理計画のモニタリング結果より、静岡海岸では、H30.11時点で、必要砂浜幅60mを確保できた。清水海岸では、必要砂浜幅が未
達である箇所があるものの、サンドバイパス、サンドリサイクル実施の効果により、徐々に回復傾向にある。

⚫ さらなる対策として、置土対策を実施する。実際に洪水時に流れるのかを確認する意味も含めて、試験施工を行う予定である。
⚫ まずは試験的に置土を実施し、その効果や影響をモニタリングして、水理シミュレーション等も行いながら置土量や場所を検討していく。

出典：第５回 安倍川総合土砂管理計画フォローアップ委員会 説明資料（R8.1.28開催）
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9

土砂還元の試験施工の実施箇所

R6試験施工

R7試験施工

（予定）

R6置土箇所（安倍川0.25ｋ左岸）

R6.6～R7.5の期間において
R6.2に設置した置土は流出

R7.2.25航空写真
（置土設置後）

R7置土予定箇所（河口～静岡海岸）

R7.5.11航空写真
（置土流出後）

海岸の地形（R6.12LP）
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置土量 2,000m3

置土の断面形状（予定）
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水
位

(m
)

手越水位

置土設置
置土流出

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

標
高

(m
)

岸沖方向距離(m)

安倍川NO.0
安倍川NO.0

置土高2.50m

出典：第５回 安倍川総合土砂管理計画フォローアップ委員会 説明資料（R8.1.28開催）

（１） 前回（R6年度/R7.3.26）の委員会における主な指摘事項とその対応

⚫ 令和6年度より、掘削土の土砂還元に関する試験施工を実施している。令和6年度には安倍川0.25ｋ左岸付近に2,000m3の置土を実施した。
⚫ 航空写真より、0.25kの置土はR7.5時点では流出していることを確認した（流量約1,350m3/sで流出したと推察される）。
⚫ 令和7年度は海岸領域への土砂還元を行い、土砂が流出する条件（波浪、置土高さ等）を把握していく予定である。

その後の確認内容②

概ね1,350m3/sの流量が生起
（手越水位2.5m、R5HQより換算）

し、置土が流出



３. 事業の進捗状況
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⚫ 安倍川では昭和54年10月洪水を安全に流下させるため、堤防整備、堤防強化を重点的に進めている。

（１） 治水事業の進捗状況

洪水対策

• 河川整備計画に基づく事業の進捗率は事業費ベースで82％（令和６年度時点）となっている。

11

0.0k

5.0k

9.0k
10.0k

22.0k

20.0k

15.0k

0.0k

南安倍川橋

東名安倍川橋

静岡大橋

駿河大橋
安倍川橋梁

安倍川橋

安西橋

安倍川大橋

狩野橋

•新東名安倍川橋

•曙橋

竜西橋

玉機橋

牧ヶ谷橋

藁科川橋

藁科橋

藁科川橋

富厚里橋

5.0k

静岡県庁

大臣管理区域

大臣管理区域

大臣管理区域

写真：低水護岸整備(14k付近)
門屋地区

写真：河道掘削(0.5k付近)
中島地区

手越

牛妻

凡 例

河道掘削

高水敷整備

堤防整備･堤防強化

危機管理型ハード対策

支川合流部対策

下川原地区

堤防整備・堤防強化

高水敷整備

手越地区

堤防整備・堤防強化

高水敷整備

中島地区
堤防整備・堤防強化

南安倍～桜町地区
堤防整備・堤防強化

俵沢地区
堤防整備

牛妻地区
堤防整備・堤防強化

門屋地区
堤防整備・堤防強化
高水敷整備

足久保地区

堤防整備・堤防強化
高水敷整備

安倍口地区

堤防強化
高水敷整備

(藁科川)羽鳥地区
堤防強化

山崎地区
堤防整備・堤防強化

慈悲尾地区
堤防整備

高水敷整備

整備済

未整備

中島、下川原地区
河道掘削

手越、南安倍～桜町地区
河道掘削

足久保、門屋地区
河道掘削

大門川
支川合流部対策

牧ヶ谷堤
支川合流部対策

久住谷川
支川合流部対策

油山地区

堤防整備・堤防強化

整備中

時点 進捗率

R4年度末 77％

R5年度末 80％

R6年度末 82％

■河川整備計画（治水）の主な整備位置図



堤防整備

• 令和6年度末時点（令和7年3月時点）では、堤防必要区間52.1㎞に対し、計画断面堤防区間が78.7％、暫定断面堤防区間が21.3％と
なっている。

• 平成20年3月の河川整備計画策定時から計画断面堤防は約18.7％増加しているものの、堤防が整備されていない区間が21.3％残されて
いることから、今後も引き続き事業を推進し、洪水に対する安全性を確保する。

表 堤防の整備状況（令和６年度末時点）

堤防必要区間延長
（km）

計画断面堤防区間 暫定断面堤防区間

延長
（km）

率
（%）

延長
（km）

率
（%）

策定時
52.1

32.3 60.0 14.1 26.0

現況 41.0 78.7 11.1 21.3

（１） 治水事業の進捗状況

写真：堤防整備後(左岸21.75k付近)
俵沢地区
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写真：堤防整備後(右岸12.50km付近)
足久保地区



静岡河川
事務所

●10kp
10kp●

●20kp

25kp●

静岡市

（２） 事業中箇所の進捗状況等

⚫ 今年度の事業としては、整備計画目標の達成のため、河道掘削事業、河岸防護施設整備事業等を実施中。

■河道掘削事業（下川原地先）
【R6補正】

■護岸整備（与左衛門新田地先）
【R6推進費】

うしづま

しもかわはら
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まきがや

まきがや

20kp ●



（２） 事業中箇所の進捗状況等

• 気候変動に伴い激甚化する自然災害を踏まえ、流域治水対策を推進するため、防災・減災、国土強靭化のための５か年加速化対策を
実施し、早期に地域の安全性の向上を図る。

• 安倍川下川原地区において、河川環境に配慮しながら、洪水を安全に流下させるために河道掘削を実施する。

安倍川下川原地先航空写真

安倍川河道掘削整備事業【下川原（しもかわはら）地先】

14

【R６補正】
下川原地先 河道掘削 V=約40千m3

0.0k

1.0k

2.0k

3.0k

1.0k

2.0k

0.0k

写真：R7撮影

【R７歳出】
下川原地先 河道掘削 V=約8.6千m3



（２） 事業中箇所の進捗状況等

• 護岸の沈下や損傷を放置すると、それが拡大して堤防の決壊等の大災害を引き起こす可能性がある。

• 令和６年６月洪水にて根固めブロックが流出した。今後の洪水による背後地への被害を防ぐため、推進費を活用して所要の機能が保
全されるよう緊急的に護岸整備（低水護岸工及び高水敷造成（根固め工等））を実施し、地域の安全向上を図る。

与左衛門新田地先航空写真

低水護岸改修事業【与左衛門新田（よざえもんしんでん）地先】

15

安
倍
川

推進費施行区間
L=371.8m

根固めブロック流出
L=90m 

堤防防護ライン

約10m

被災状況

9k00

10k00

【R６推進費】
与左衛門新田地先護岸

L=430m

写真：R7撮影



自然環境に関わる取り組み

河川環境調査

R7魚類調査（速報）

• 河川事業、河川管理の適切な推進のため「河川水辺の国勢調査」の一環として、河川の自然環境に関する定期的、継続的、統一的な収集整

備を図ることを目的に魚類調査を実施した。

• 令和7年の魚類の採捕調査では、8目14科41種が確認された。確認個体数構成からみると、オイカワ、シマヨシノボリ、ヌマチチブ等が優占し

ている。

• 今回の調査も含め平成4年から計8回の調査が実施され、合計54種の魚類が確認されている。平成22年度調査から令和7年度調査にかけて

スズキ目の種数が増加していた。これは、偶産性の高い南方系魚類（オカメハゼ、ヒナハゼなど）の確認や、汽水・海水魚（マゴチ、コトヒキな

ど）が一時的に安倍川河口域へ侵入した種の確認に起因する。

16
※速報版のため記載内容が変わる可能性があります

図 目別確認種数の変化
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図 確認個体数構成比

オイカワ, 528個体, 
19.2%

シマヨシノボリ, 528個体, 
19.2%

ヌマチチブ,

401個体, 14.6%
ニシシマドジョウ, 

263個体, 9.6%

ボウズハゼ, 

177個体, 6.5%

ボラ, 147

個体, 5.4%

アユ, 134個体, 
4.9%

カワムツ, 97個体, 
3.5%

ゴクラクハゼ, 69個体, 
2.5%

オオヨシノボリ, 67個

体, 2.4%

オイカワ

シマヨシノボリ

ヌマチチブ

ニシシマドジョウ

ボウズハゼ

ボラ

アユ

カワムツ

ゴクラクハゼ

オオヨシノボリ

その他

その他（31種），

332個体，11.1%



有棒状体綱, 2種, 1.1%
二枚貝綱, 1種, 0.5%

腹足綱, 8種, 4.3%

ゴカイ綱, 1種, 0.5%

ミミズ綱, 8種, 4.3%

ヒル綱, 3種, 1.6%

軟甲綱, 18種, 9.6%

昆虫綱 カゲロウ（蜉蝣）目, 

32種, 17.1%

昆虫綱 トンボ（蜻蛉）目, 19種, 10.2%

昆虫綱 カワゲラ（セキ翅）目, 15種, 8.0%

昆虫綱 カメムシ（半翅）目, 6種, 3.2%

昆虫綱 ヘビトンボ目, 

3種, 1.6%

昆虫綱 トビケラ

（毛翅）目, 

20種, 10.7%

昆虫綱ハエ（双翅）目, 

39種, 20.9%

昆虫綱 コウチュウ（鞘翅）目, 

11種, 5.9%

昆虫綱 ハチ（膜翅）目, 1種, 0.5%
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ヒル綱
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ゴカイ綱

腹足綱

二枚貝綱

針紐虫綱

有棒状体綱

＊主要な分類群のみ種数を表示している

図 分類群別確認種数

自然環境に関わる取り組み

河川環境調査

• 河川事業、河川管理の適切な推進のため「河川水辺の国勢調査」の

一環として、河川の自然環境に関する定期的、継続的、統一的な収

集整備を図ることを目的に底生動物調査を実施した。

• 令和7年度調査の結果、底生動物は25目82科187種が確認された。

分類群別の種数をみると、カゲロウ目やトビケラ目、ハエ目等の昆

虫綱が多く確認された。

• 今回の調査も含め平成4年から計8回の調査が実施され、合計409

種の底生動物が確認された。令和7年度は、平成27年度～令和2年

度に比べ確認種数が少ない結果となっており、特にミミズ綱、トビケ

ラ目、ハエ目の確認種数が少なかった。

※速報版のため記載内容が変わる可能性があります
図 分類群別確認種数の経年変化
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R7底生動物調査（速報）



４. 事業の見通し
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手越地区
河道掘削 V=10千m3

静岡県庁

静岡市

静岡市役所

下川原地区
河道掘削 V=350千m3

下川原地区
侵食対策 L=0.4km

藁科川・羽鳥地区
侵食対策 L=1.6km

門屋地区
堤防整備 L=1.4km

与左衛門新田地区
堤防整備 L=1.0km

安倍口地区
堤防整備 L=1.0km

慈悲尾地区
侵食対策 N=6カ所

○下川原・手越地区の河道掘削および安倍口地区の堤防整備事業、河岸侵食対策の完了に伴い、S54.10月洪水規模（観測史上最大流量）の洪水

でも直轄管理区間でＨＷＬ以下で安全に流下させることが可能。

○静岡市街地における侵食破堤のリスク軽減を図るために、安倍川与左衛門新田・門屋地区および藁科川においても河岸侵食対策に着手する。

凡 例

浸水想定範囲（戦後最大の昭和54年
10月台風に対する想定氾濫解析）

大臣管理区間

流域界

短期整備（５ヵ年加速化対策）メニュー

短期整備以降のメニュー

（1） 今後の事業予定（直轄河川改修事業）

19

整備
メニュー

現在実施中 短期（R3～R7） 中期（R8～R12） 中長期（R13以降）

堤防整備

河道掘削

侵食対策

俵沢地区
堤防整備 L=1.0km

写真：堤防整備後(左岸21.75k付近)
俵沢地区



５. 今後の進め方
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⚫ 河川整備計画内容の点検の実施は、毎年審議
⚫ 事業の再評価の審議は、５年以内に１度の審議、事後評価の審議は、完成後５年以内の審議
⚫ 「気候変動を踏まえた治水計画のあり方」提言（令和３年４月３０日改訂）に基づき、今後は河川整備基本方針、河川整備計画

の見直しを行う。

安倍川水系流域委員会 今後のスケジュール

21

①河川整備計
画内容の点検
の実施

安倍川直轄
河川改修事業

委嘱期間（３年）

Ｒ５年度 Ｒ６年度 Ｒ７年度 Ｒ８年度 Ｒ９年度

計画内容の点検の実施
①流域の社会情勢の変化や地域の意向、新たな視点

②河川整備の進捗状況や進捗の見通し

※計画内容の点検において、変更が必要との意見があった場合、当該意見を最大限尊重しつつ、
 中部地方整備局長が変更の必要性を判断し、委員会にて審議する。

※今回

②事業の
計画段階評価、
再評価、
事後評価
の審議

Ｒ４年度

安倍川直轄
河川改修事業
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６. 河川整備に関する新たな視点
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河川整備に関する新たな視点（気候変動を踏まえた治水計画）

出典：河川整備基本方針の変更の考え方について 令和5年9月19日 国土交通省河川基本方針検討小委員会

⚫ 「河川整備基本方針」は、河川整備の基本的な方針を定めるもので、安倍川では平成16年6月に策定。
⚫ 「河川整備計画」は、今後20～30年後の河川整備の目標や具体的な実施内容を定めるもので、地域の住民や学識経験者の意見

や要望等を踏まえて、安倍川では平成20年3月に策定。
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河川整備に関する新たな視点（気候変動を踏まえた治水計画）

出典：国土交通省HP 一級水系の河川整備基本方針策定状況（令和７年１２月２２日） を元に加筆

⚫ 気候変動の影響による降雨量の増大、海面水位の上昇などを考慮した治水計画への見直しとして、全国で河川整備基本方針・
河川整備計画の変更が行われており、36水系が河川整備基本方針を変更しているところである（令和8年1月現在）。

阿武隈川
R4.9.9変更

利根川
R6.7.1変更

天竜川
R5.12.22変更

新宮川（熊野川）
R3.10.15変更

狩野川
R5.8.30変更

多摩川
R5.3.13変更

荒川
R7.1.8変更

大野川
R5.12.22変更

肱川
R5.8.30変更

五ヶ瀬川
R3.10.15変更

遠賀川
R6.12.18変更

鵡川
R6.3.29変更

那賀川
R6.7.1変更

十勝川
R4.9.9変更

沙流川
R6.3.29変更

土器川
R7.12.22変更

名取川
R7.12.5変更

球磨川
R3.12.17変更

加古川
R7. 6.27変更

筑後川
R7.3.14変更

肝属川
R7.12.22変更

大淀川
R7.12.22変更

小丸川
R5.12.22変更

留萌川
R7.3.14変更

富士川
R7.3.14変更

関川
R5.3.13変更

高津川
R7.12.5変更

手取川
R6.7.1変更

九頭竜川
R5.12.22変更

円山川
R7. 6.27変更

由良川
R5.8.30変更

梯川
R7.6.27変更

菊川
R7.12.5変更

吉井川
R5.12.22変更

旭川
R6.3.29変更

太田川
R6.12.18変更



河川整備に関する新たな視点（河川環境の目標設定の考え方）

⚫ 令和6年5月に「生物の生息・生育・繁殖の場としてもふさわしい河川整備及び流域全体としての生態系ネットワークのあり方
検討会」の提言がとりまとめられ、河川環境の整備と保全を進めるに当たっては、治水対策と同様に、目標を明確にして関係
者が共通認識の下で取組を進めるべきであるとの考えが示され、河川環境の目標設定の考え方について提案がなされた。
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駿河湾

○河口領域では・・・

・河口砂州の発達に伴う背水影響が生じるおそれが
ある。海岸への安定的な土砂供給が必要である。

総合的な土砂管理に関する取り組み
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「防災」、「土砂の連続性」の観点では、領域間で連携した流砂系一貫としての総合土砂管理が重要である。

大谷崩

S57.8出水による被災状況（左岸12k）

∴羽衣の松

侵食の進む清水海岸

羽衣の松∴

H12.9出水による被災状況（左岸11.75k）

○土砂生産・流出領域では…
・安倍川に沿って糸魚川—静岡構造線が走り、風化しやす
く崩れやすい地質であるため土砂災害が発生しやすい。
・源流には日本三大崩れのひとつである「大谷崩」を有して
いる。

○中・下流河川領域では…
・上流からの土砂流出により河床が上昇し、
流下能力が不足している。
・中小洪水においても、偏流により堤防や高
水敷が侵食されるおそれがある。

○山地河川領域では…
・砂防堰堤等の直下流において局所的な
河床低下が生じている。

○海岸領域では…
・安倍川河口の左岸に広がる静岡・清水
海岸では海岸侵食が進行している。

清水海岸の被災状況（H４） 

安倍川流砂系では、各領域で土砂管理に関して様々な課題が存在している。

○海岸領域では・・・

【各領域の課題】

直轄砂防領域

直轄河川領域

出典：第５回 安倍川総合土砂管理計画フォローアップ委員会 説明資料（R8.1.28開催）
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＜本計画の特徴＞
１．主要な地点において具体的な数値目標（通過土砂量）を示した全国初となる計画
２．関係機関と連携して、各領域毎に実施する具体的な事業を検討していくうえでの指針となるもの

＜計画対象期間＞
土砂動態を評価する期間として、３０年程度を設定

全国の一級水系で初となる「安倍川総合土砂管理計画」の策定（H25.7.25策定）

第５回委員会（R8.1.28） 開催状況

安倍川総合土砂管理計画フォローアップ委員会

主な計画変更の方向性

領域・目指すべき姿について
• 「河口領域」の追加

土砂管理目標・指標
• 上限値・下限値の幅を持たせた目標値に変更
• 防災、連続性の視点を追加
• 基準を満たさなかった場合の対応を追加

土砂管理対策
• 事業メニューの追加

モニタリング計画について
• 近年のモニタリング技術の発展を踏まえ修正

5.7～21.2山地河川領域支川

2.9～11.0

赤水の滝

9.6～23.4

8.2～30.3

1.1～4.2

4.5～16.8

玉機橋

安倍中河内川

足久保川

藁科川

河口

河口テラス

海底谷への流出量
静岡海岸

清水海岸

河道掘削

17.1～53.3 16.2～38.8

10.5～18.5

0.3

9.9～12.0

河道掘削

5.8～19.8

維持養浜

8.0
(安倍川からの土砂供給量

による変動なし）

委員会 アドバイザー

名古屋大学 大学院工学研究科土木工学専攻 教授 ○戸田 祐嗣 中央大学 研究開発機構 専任研究員（機構教授） 福岡 捷二

豊橋技術科学大学 大学院工学研究科 建築・都市システム学系 教授 加藤 茂 神戸大学 都市安全研究センター 教授 大石 哲

静岡大学 学術院農学領域 教授 今泉 文寿 高知工科大学 システム工学群 教授 佐藤 慎司

筑波大学 生命環境系 教授 内田 太郎 静岡大学 名誉教授 土屋 智

国土技術政策総合研究所 河川研究部 河川研究室長 瀬﨑 智之

国土技術政策総合研究所 河川研究部 海岸研究室長 柴田 亮

国土技術政策総合研究所 土砂災害研究部 砂防研究室長 鈴木 啓介

静岡県 交通基盤部 河川砂防局 河川企画課長

静岡市建設局土木部 河川課 参事兼課長

国土交通省 中部地方整備局 河川部 河川計画課長

国土交通省 中部地方整備局 静岡河川事務所所長

〇：委員長

• 安倍川総合土砂管理計画フォローアップ委員会・作業部会（H26.12）の立ち上げ以降、令和7年度は R7.10.31に第4回フォローアップ委員会、
R8.1.28に第5回フォローアップ委員会を開催した。

• これまでのモニタリング調査結果等を踏まえ、土砂動態の重要な役割を果たしている「河口領域」を領域区分に追加すること、土砂管理目標を幅を
持たせた目標値に変更するなど、計画改訂内容について審議された。

• 最終版の確定および細部修正を委員長預かりで進めることについて、委員一同より了承いただいた。

土砂管理目標の設定



総合的な土砂管理に関する取り組みの現状報告

29

南安倍川橋

東名安倍川橋

静岡大橋

東海道新幹線橋

安倍川橋

安西橋

安倍川大橋

狩野橋

曙橋 竜西橋

玉機橋

▼

藁科川

▼

内牧川

▼

足久保川

▼

中河内川

-1.5

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 15.0 16.0 17.0 18.0 19.0 20.0 21.0 22.0

H
2
3
.4
河
床
高
か
ら
の
河
床
高
変
化
量

(m
)

距離標(km)

H23.11LP H25.12定期横断

H30.11LP R2.10LP

R4.10LP(台風15号出水後) R5.1定期横断

R6.12LP

堆
積
傾
向

低
下
傾
向

中・下流河川領域（H23.4：計画策定時河道からの差分）

H23年の出水以降、明確な河床低下は生じていない

R4台風15号出水後は河床低下傾向となるが、その後
R6.12時点では河床上昇傾向に転じている

H23年の出水以降堆積傾向

R4台風15号出水後は河床低下傾向

⚫ H23.4以降、中・下流河川領域では、下流部の河口付近は経年的に河床が高い状態が続いている。

出典：第５回 安倍川総合土砂管理計画フォローアップ委員会 説明資料（R8.1.28開催）
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⚫ 中・下流河川領域では、H25年度以降、安倍川流砂系全体では、計画目標と同程度の毎年20万m3程度の掘削を行っている。
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県河川管理区間

骨材組合

105,936m3

直轄河川管理区間

静岡県

(支川)

32,030m3 静岡県

(直轄区間)

16,120m3

国交省

44,000m3

砂利採取・河道掘削位置（R6年度実績）

【山地河川領域】

採取者 採取目的 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

骨材組合
(重機）

販売 102.0 108.0 110.0 130.0 136.0 90.0 95.9 99.0 100.0 89.8 100.0 105.9

骨材組合
（手拾い）

販売 2.0 2.0 2.0 2.0 1.0 1.0 1.0 0.6 0 0 0 0

静岡市
養浜(用宗・
石部海岸)

10.0 10.0 8.0 10.0 8.5 9.4 5.9 7.7 7.4 6.0 5.0 4.0

静岡県 養浜
（清水海岸）

52.8 80.0 98.5 37.3 12.0 55.0 17.1 75.4 55.1 48.3 10.8 16.1

直轄 一部養浜 20.1 0 0 23.2 15.0 20.0 108.0 178.5 89.7 20.4 30.8 44.0

合計 186.9 200.0 218.5 202.5 172.5 175.4 227.9 361.2 252.2 164.5 146.6 170.0

採取
者

区分 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

静岡
県

安倍川 34.7 13.1 0 0 0 0 21.8 19.1 8.2 3.1 3.2 0.0

その他（支川） 2.3 9.7 1.7 0 0 0 31.0 18.7 23.9 51.0 59.6 32.0

直轄 藁科川 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.0 0 0

合計 37.0 22.8 1.7 0 0 0 52.8 37.8 32.1 62.1 62.8 32.0

採取地 H25
養浜

H26
養浜

H27
養浜

H28
養浜

H29
養浜

H30
養浜

R1
養浜

R2
養浜

R3
養浜

R4
養浜

R5
養浜

R6
養浜

山地河川領域 34.7 13.1 0 0 0 0 0 0 0 21.2 42.6 26.8

中・下流河川領域 72.9 80.0 98.5 50.6 27.0 44.6 160.3 243.7 152.2 68.6 41.6 46.5

合計 107.6 93.1 98.5 50.6 27.0 44.6 160.3 243.7 152.2 89.8 84.2 73.3

中・下流河川領域
安倍川流砂系以外
（用宗・石部海岸)

10.0 10.0 8.0 10.0 8.5 9.4 5.9 7.7 7.4 6.0 5.0 4.0

単位：千m3

単位：千m3

単位：千m3

【海岸領域への搬出量】

【中・下流河川領域】

【河口領域への土砂還元量】

土砂還元 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

河口部 － － － － － － － － － － － 2.0

単位：千m3

出典：第５回 安倍川総合土砂管理計画フォローアップ委員会 説明資料（R8.1.28開催）



⚫ R8年度の土砂管理対策は、引き続き砂防事業の推進や河道掘削、養浜等を行う。
⚫ また、計画の一部改訂に伴う新たなメニューとして、三郷川におけるモニタリングや、河口領域への試験的な土砂還元を実施

する予定である。
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出典：第５回 安倍川総合土砂管理計画フォローアップ委員会 説明資料（R8.1.28開催）

領域 領域の課題 R8年度の対策（予定）

(１)土砂生産・
流出領域
（支川・渓流を含む）

土砂の
安定供給

• 砂防事業として大谷山腹工を実施
• 三郷川における土砂流下過程把握のためのモニタリング

(２)山地河川領域 河床低下
• 支川（藁科川等）での河道掘削（近年の洪水による土砂生産、河床上
昇への対応）

(３)中・下流河川領域
河床上昇
局所洗掘

• 安倍川（直轄区間）での河道掘削

（4）河口領域
海岸への土
砂供給

• 中・下流河川領域の掘削土を活用し、安倍川河口左岸付近へ土砂還
元予定（約2,000m3）

(５)海岸領域
（静岡、清水）

海岸侵食
• 安倍川流砂系からのサンドバイパス
• 旧飛行場前面からのサンドリサイクル

R8年度の土砂管理対策の実施予定


	表紙目次
	スライド 0
	スライド 1
	スライド 2
	スライド 3
	スライド 4
	スライド 5
	スライド 6
	スライド 7
	スライド 8
	スライド 9
	スライド 10
	スライド 11
	スライド 12
	スライド 13
	スライド 14
	スライド 15
	スライド 16
	スライド 17
	スライド 18
	スライド 19
	スライド 20
	スライド 21
	スライド 22
	スライド 23
	スライド 24
	スライド 25
	スライド 26
	スライド 27
	スライド 28
	スライド 29
	スライド 30
	スライド 31


